
①保険料免除制度・納付猶予制度

　保険料を納め忘れた状態で、万一、障がいや死亡と

いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族

基礎年金を受けられない場合があります。

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付すること

が困難な場合は、ご利用ください。

※申請者本人、配偶者、世帯主の所得審査があります。

【対象期間】　７月～翌年６月分

②学生納付特例

　学生で、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金

保険料の納付が猶予される制度です。

【対象者】　学校教育法に規定する大学（大学院）、短

期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校・各種学

校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学

の日本分校に在学する人

【対象期間】　４月～翌年３月

※①②とも、原則として毎年申請が必要です。

※２年１カ月前までさかのぼって申請ができます。そ

の期間に未納があり、かつ、納付が困難な場合は、

速やかに申請してください。

■免除された期間の保険料と年金はどうなるの？

　保険料の全額免除や一部納付などの承認を受けた期

間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の年金

額が少なくなります。ただし、これらの期間は、10

年以内であれば、後から保険料を納めること（追納）

ができます。詳しくはお問い合わせください。

▼日本年金機構からのお知らせ

　「ねんきんネット」をご利用ください

○いつでも最新の年金記録が確認できます

○自身の人生設計に合わせて、年金額の試算ができ

ます

　年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額な

ど、人生設計に合わせた条件に基づいて、年金額の

試算ができます。詳しくはお問い合せください。

♦ 手続き方法

１．日本年金機構ホームページ

　　http://www.nenkin.go.jp/  にアクセス

２．「ねんきんネット」サービスご利用登録

※登録には基礎年金番号が必要です。「ねんきん定

期便」に記載されているアクセスキーをお持ちの

場合は手続きがスムーズです。

※アクセスキーが不明の場合は年金事務所で交付手

続きができます。

【問い合わせ】

○ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

　☎ 0570-058-555（ナビダイヤル）

○アクセスキーについて　津年金事務所

　☎ 059-228-9112

国民年金のはなし
◆ 国民年金保険料の免除制度をご存じですか

【問い合わせ】保険年金課　☎ 22-9659　℻   26-0151　 hoken@city.iga.lg.jp

【課　題】　自由　※未発表のものに限ります。

【応募資格】　市内在住・在勤・在学の人

【応募区分】　○第１部　高校生・大学生・一般

　　　　　　○第２部　中学生

　　　　　　○第３部　小学生

【応募規定】

○縦書き 400 字詰め原稿用紙を使用し、応募は１人

１点とします。

○句読点はそれぞれ 1 字に数えます。改行のための

空白か所は字数として数えます。

○原稿枚数は、第１部・第２部は５枚以内、第３部は

3 ～ 6 年生は 3 枚以内、1 ～ 2 年生は 2 枚以内です。

○題名は原稿１枚目の欄外へ記入し、応募票に必要事

項を記入の上、原稿に添えて提出してください。

※作品は返却しません。

※応募票は、上野図書館・各図書室にあります。また

市ホームページからダウンロードできます。

【各　賞】

　特選・入選の人には、賞状と副賞をお渡しします。

【応募方法】　郵送・持参

【応募期間】　９月１日㈰～ 10 月２日㈬必着

【応募先・問い合わせ】

　〒 518-0873

　伊賀市上野丸之内 40 番地の５　上野図書館

第 15 回読書感想文コンクール作品募集
◆ 本を読んであなたの思いを伝えましょう

【問い合わせ】上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999　  ueno-tosho@city.iga.lg.jp
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

芭蕉翁記念館
だより

芭蕉翁記念館
だより

　もうすぐ七夕です。皆さんは七
夕伝説をご存じですか。七夕は
元々中国の伝説で、一年に一度、
織姫と彦星が出会える日とされ
ています。
　芭蕉さんも七夕の句を数多く詠
んでおり、『奥の細道』では、

　　文
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という七夕前日の句が載せられて
います。「７月に入り、七夕を控
えた６日ともなると、どこかいつ
もの夜とは違う気配がする」とい
う意味で、芭蕉さんは織姫と彦星
が出会う前日に漂う艶やかさを
雰囲気として感じ取り、詠んでい
ます。
♦企画展「芭蕉と絵」

　7 月 6 日㈯～ 9 月 17 日㈫
　ギャラリートーク
　７月 14 日㈰、８月 13 日㈫、
　９月７日㈯　午後１時 30 分～

【問い合わせ】

○文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9619
○芭蕉翁記念館　☎ 21-2219

【期間】

　７月 11 日㈭～ 20 日㈯
【運動の重点】

○高齢者と子どもの交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
○横断歩道における歩行者優先の徹底
○飲酒運転の根絶

【問い合わせ】

　市民生活課
　☎ 22-9638　℻   22-9641

　７月は「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」です。
　子どもたちにとって待ちに待った
夏休みが始まり、その休みを利用し
さまざまな体験をする良い機会であ
る反面、解放感から生活が不規則に
なりがちで、問題行動が発生しやす
い時期です。
　未来を担う伊賀の子どもたち“い
がっ子”を社会全体で育むために、
家庭・学校・地域が一体となり青少
年健全育成の取り組みを進めるため
の第１歩として、地域の子どもたち
へあいさつや声かけを始めてみませ
んか。そのことで、子どもたちは、
大人から見守られていると認識し、
問題行動にブレーキがかかることに
つながります。
　また、伊賀市青少年育成市民連絡
会議と市教育委員会では、青少年の
非行を誘発しやすい施設などを巡回
し、関係者の協力を求めることで青
少年を取り巻く有害環境をなくす活
動を推進しています。
　９月以降大手コンビニエンススト
アでは、有害図書を排除し販売が中
止されます。
　今後も、青少年健全育成に関する
講演会や研修会を通じて、青少年の
健全育成について理解を深めていき
ます。　　
　市民の皆さんのご理解・ご協力を
お願いします。

【問い合わせ】

　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

　サマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）の収益金は、市町村が行
う災害対策や、道路・公園・文化施
設・福祉施設の整備、地域医療の充
実支援など、よりよいまちづくりの
ために使われます。

【問い合わせ】

　（公財）三重県市町村振興協会
　☎ 059-225-2138

【担当課】

　地域づくり推進課

夏の交通安全県民運動
お知
らせ

子どもたちに声をかけましょう
お知
らせ

宝くじ収益金の社会貢献
お知
らせ

【問い合わせ】

　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日817
広報・運営・応援
ボランティア募集中

今月の納税

●納期限　７月 31 日 （水）

納期限内に納めましょう

固定資産税（２期）

国民健康保険税（１期）

※納税は便利な口座振替で

【問い合わせ】

　収税課　☎ 22-9612

伊賀市の人口・世帯数

（令和元年５月 31 日現在）
 人口　91,630 人
　　　　（男）44,954 人
　　　　（女）46,676 人
 世帯数　40,564 世帯

　

●７月 28 日㈰

　午前 10 時～正午

　午後１時 30 分～４時

　アピタ伊賀上野店

【問い合わせ】

　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　市政情報をお伝えしています。

　ケーブルテレビ17チャンネル

（青山は204チャンネル）・地上

デジタル放送121チャンネルで

放送中です。

　番組表は、各支所（上野支所を

除く。）・各子育て支援センターで

配布しているほか、右の２次元

コードからもご確認

いただけます。

２次元コード　

▲

行政情報番組

「ウィークリー伊賀市」
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